
2023年5月吉日 

取引先 各位 
 

 
 

広告表現に関わる法律遵守徹底の 

お願いについて 
 
 

 拝啓  平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

近年国民の健康志向の高まりから、健康食品が広く普及する中、 広告・宣伝も活発に行

われております。消費者庁は、健康食品の広告や、その他の表示について消費者への誤解

や不当表示などが起こらないよう、留意事項の発信や、食品表示、景品表示にかかわる情

報を発信しております。上記関連法違反した場合、措置命令や罰金 などに科せられます。 

お取扱店の皆様の運営に問題が発生しないためにも、再度、弊社商品導入時にご案内さ

せていただきました「商品をご案内する際のご注意」をお送りさせていただきます。再度

ご確認いただき、健康食品、化粧品、マシン機器などの広告表現に関わる法律遵守の徹底

をお願いたします。 

 

記 

 

 

（参考）健康食品に関わる法律 は、 健康食品の製造、輸入、販売にあたっては、薬機法、 

食品衛生法、健康増進法による規制があります。 また、表示方法や販売方法に関して 

は、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制を受けます。 

以上 
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